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◇写真は一部修正してあります。

検索麗寿会

明けましておめでとうございます。

皆様、つつがなく新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。

旧年中は大変お世話になり有難うございました。

１２月のクリスマス会もボランティアの方々のご協力にて

素敵なものとなりました。

演目の途中でのボランティアの方

のお話はどれも興味深く

「そうなんだ」と頷かれることが

多かったです。

素晴らしい歌や演奏に聞き惚れ、参加型のマジックには

驚きと笑顔が溢れました。

美味しいケーキに舌鼓な一週間でした☆

フロアでは皆さんが

飾ってくれたツリーが

輝いていました(*^^*)

ご利用者の望む生活を支援し、ご利用者本位のケアを目指し

職員一同、研鑽をし皆様の自己実現を出来るだけ支援できる

様に努力をしていきます。又、地域の皆様とも更に交流を深め

地域と共に歩んで行きたいと思います。

本年も、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します



◆森デイサービスの取り組み 検索麗寿会

ふれあいの森居宅介護支援より

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよ
う、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者
の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援
や機能訓練を行います。

1つのサービスで「通い（デイサービスのような通所サービス）」「宿泊（ショートステ
イに似たサービス）」「訪問（ホームヘルプのような訪問サービス）」が全部そろってい
ます。

メリット
・ケアプラン作成も含めて、契約は1つ。判り易く手間もかからない
・料金は1か月ごとの定額制で安心
・少人数制でその人に合わせたケアが可能
・必要に応じてサービスを組み合わせることができる
・急な変更も可能

デメリット
・ケアプラン作成は小規模多機能型居宅介護所属のケアマネジャーの担当となるので、既
存のケアマネージャーから変更となる
・訪問介護、通所介護、訪問入浴などの他のサービスが併用できない（訪問看護、福祉用
具などは可能）
・通い、宿泊共に定員があるので、希望日に利用できない可能性もある（ただ登録自体の
定員もあるので、そこまで混みあうことはないと思います）
・看護師が必ず配置されているわけではないので、事業所によっては医療ケアが弱い場合
もある


